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(57)【要約】
【課題】横編機を用いて、筒状の編地本体に筒内部を複
数の筒部に分割する仕切り編地部の編出し部分がしっか
りとして型崩れしない仕切りを有する筒状編地及びその
編成方法を提供する。
【解決手段】筒状の編地本体と、少なくとも一つの仕切
り編地部とを備える筒状編地を編成する。仕切り編地部
を編成するに当たり、編地本体の編目を前後の針床の編
針で係止しておいてから、編地本体を編成する編幅の範
囲内に位置する前後の針床の空針を用いて、編地本体を
編成する給糸口からの給糸とは別の新たな給糸口から給
糸しながら、前後針床で交互に繋げて編出した編目とこ
れに続く新たな編目とを形成し、そのコース方向一端部
を編地本体の前側編地部に連結して、編出し部分を編成
する。その後、編出し部分の編目に連続する新たな編目
によって仕切り本体部分を編成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右方向に延び、かつ、前後方向に互いに対向する少なくとも前後一対の針床を有し、
この前後の針床間で編目の目移しが可能な横編機を用いて、筒状の編地本体と、この編地
本体の筒内部に形成され、筒内部を複数の筒部に分割する少なくとも一つの仕切り編地部
とを備える筒状編地を編成する方法であって、
　編出し部分と仕切り本体部分で構成される仕切り編地部を編成するに当たり、
前記編地本体の編目を前後の針床の編針で係止しておいてから、
この編地本体を編成する編幅の範囲内に位置する前後の針床の空針を用いて、前後針床で
交互に繋げて編出す編目とこれに続く新たな編目とを形成し、そのコース方向両端部のう
ちの少なくとも一方を前記編地本体に連結して、編出し部分を編成した後、
この編出し部分の編目に連続する新たな編目によって仕切り本体部分を編成することを特
徴とする仕切りを有する筒状編地の編成方法。
【請求項２】
　前記編出し部分は、その編出す編目に続く新たな編目をコース方向両端部で編糸を前後
に繋げて袋状となるように編成している請求項１に記載の仕切りを有する筒状編地の編成
方法。
【請求項３】
　前記仕切り本体部分は、前記編出し部分の編目を前後一方から他方に重ねて前後単一の
層で編成している請求項２に記載の仕切りを有する筒状編地の編成方法。
【請求項４】
　前記仕切り編地部は、前記編地本体を編成する給糸口からの給糸とは別の新たな給糸口
からの給糸により編成している請求項１～請求項３のいずれか１つに記載の仕切りを有す
る筒状編地の編成方法。
【請求項５】
　多数の編針を装着した針床を前後に対向して設けた横編機を使用して編成される筒状の
編地本体と、この編地本体の筒内部に形成され、当該筒内部を複数の筒部に分割する少な
くとも一つの仕切り編地部とを有し、
　前記仕切り編地部は、
前記編地本体を編成する編幅の範囲内に位置する前後の針床の空針により前後針床で交互
に繋げて編出した編目とこれに続く新たな編目とをそれぞれ形成しつつ、そのコース方向
両端部のうちの少なくとも一方を前記編地本体に連結して編成された編出し部分と、
この編出し部分の編目に連続する新たな編目により編成された仕切り本体部分と、
によって構成されていることを特徴とする仕切りを有する筒状編地。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筒状の編地本体と、この編地本体の筒内部に形成され、筒内部を複数の筒部
に分割する少なくとも一つの仕切り編地部とを備える筒状編地を横編機で編成する仕切り
を有する筒状編地およびその編成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、左右方向に延び、かつ、前後方向に互いに対向する少なくとも前後一対の針
床を有し、前後の針床間で編目の目移しが可能な横編機を用いて、筒状の編地本体と、こ
の編地本体の筒内部に形成され、筒内部を複数の筒部に分割する少なくとも一つの仕切り
編地部とを備える筒状編地を編成する方法として、下記の特許文献１に記載の方法がある
。この方法は、一筆書きの要領で一つの給糸口により給糸しながら、前後の針床を用いて
編地本体を筒状に編成するとともに、前後一方の針床を用いて仕切り編地部を編成してい
る。
【０００３】
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　このように編成することで、例えば、カバンやバックなどを、その外装が編地本体で形
成されるとともに、外装の内部を仕切り編地部で仕切ったデザインにすることが可能とな
る。また、手袋や靴下などを、その外装が編地本体で形成されるとともに、外装の内部を
指毎に仕切り編地部で仕切って、外観は指袋部を有さない手袋や靴下でありながら内部を
仕切ったデザインにすることが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１１３１５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、前記従来のものでは、仕切り編地部の編出し部分を前後一方の針床の空針を
用いて編成している。そのため、糸素材によっては、仕切り編地部の編出し部分が型崩れ
し易い場合がある。また、手袋や靴下では、仕切り編地部の端部が安定せず、手指や足指
などが挿入しづらい場合もある。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、編出し部
分がしっかりとして型崩れしない仕切りを有する筒状編地及びその編成方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明では、仕切りを有する筒状編地の編成方法として、左
右方向に延び、かつ、前後方向に互いに対向する少なくとも前後一対の針床を有し、この
前後の針床間で編目の目移しが可能な横編機を用いて、筒状の編地本体と、この編地本体
の筒内部に形成され、筒内部を複数の筒部に分割する少なくとも一つの仕切り編地部とを
備える筒状編地を編成する方法を前提とする。そして、編出し部分と仕切り本体部分で構
成される仕切り編地部を編成するに当たり、前記編地本体の編目を前後の針床の編針で係
止しておいてから、この編地本体を編成する編幅の範囲内に位置する前後の針床の空針を
用いて、前後針床で交互に繋げて編出す編目とこれに続く新たな編目とを形成し、そのコ
ース方向両端部のうちの少なくとも一方を前記編地本体に連結して、編出し部分を編成し
た後、この編出し部分の編目に連続する新たな編目によって仕切り本体部分を編成する。
【０００８】
　また、前記編出し部分は、その編出す編目に続く新たな編目をコース方向両端部で、編
糸を前後に繋げて袋状となるように編成していてもよい。
【０００９】
　また、前記仕切り本体部分は、前記前後針床に係止する編出し部分の編目を前後一方か
ら他方に重ねて前後単一の層で編成していてもよい。
【００１０】
　更に、前記仕切り編地部は、前記編地本体を編成する給糸口からの給糸とは別の新たな
給糸口からの給糸により編成していてもよい。
【００１１】
　また、前記目的を達成するため、本発明では、仕切りを有する筒状編地として、多数の
編針を装着した針床を前後に対向して設けた横編機を使用して編成される筒状の編地本体
と、この編地本体の筒内部に形成され、当該筒内部を複数の筒部に分割する少なくとも一
つの仕切り編地部とを備える。そして、前記仕切り編地部を、前記編地本体を編成する編
幅の範囲内に位置する前後の針床の空針により前後針床で交互に繋げて編出した編目とこ
れに続く新たな編目とをそれぞれ形成しつつ、そのコース方向両端部のうちの少なくとも
一方を前記編地本体に連結して編成された編出し部分と、この編出し部分の編目に連続す
る新たな編目により編成された仕切り本体部分と、によって構成している。
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る仕切りを有する筒状編地の編成方法によれば、筒状編地を係止する前後の
針床の空針を用いて、給糸口から給糸しながら、前後針床で交互に繋げて編出した編目に
続く新たな編目を前後針床で形成して編出し部分を編成することで、編出し部分が前後に
厚みのあるものとなる。これにより、編出し部分がしっかりとして型崩れしないものとな
り、手袋や靴下では手指や足指などを挿入し易くすることができる。
【００１３】
　また、編出し部分の編出す編目に続く新たな編目をコース方向両端部で編糸を前後に繋
げて袋状に編成することで、編出し部分の編目が前後合わせて２層となって厚みが増し、
編出し部分をよりしっかりとして型崩れしないものにできる。
【００１４】
　また、編出し部分の最終コースの編目を前後一方から他方に重ねて仕切り本体部分を前
後単一の層で編成することで、編出し部分をしっかりとして型崩れしないものにしつつ、
これに連続する新たな編目によって編成される仕切り本体部分の厚みを薄くすることがで
きる。これにより、手袋や靴下では手指や足指などを挿入した際の仕切り編地部による違
和感を可及的に抑制することができる。
【００１５】
　更に、編地本体を編成する給糸口とは別の給糸口により仕切り編地部を編成することで
、編地本体と仕切り編地部とを異なる種類の編糸で編成することが可能となる。これによ
り、編地本体を防寒性に優れた編糸で編成しつつ、仕切り編地部を抗菌性に優れた編糸で
編成するなどして、より消費者のニーズに応えることができる。
【００１６】
　また、本発明に係る仕切りを有する筒状編地によれば、前後の針床に前後に繋がって編
出した仕切り編地部のコース方向両端部のうちの少なくとも一方を編地本体に連結するこ
とで、編出し部分をしっかりとして型崩れしないものにでき、手袋や靴下では手指や足指
などを挿入し易くした筒状編地を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係る１つの仕切り編地部と編地本体とを有する筒状編地の
一部を切欠いた状態の斜視図である。
【図２】図１の仕切り編地部を編成する際の編出し部分の編成工程図である。
【図３】図１の仕切り編地部の編出し部分に連続する仕切り本体部分に傾斜部分を編成す
る際の仕切り本体部分および編地本体の編成工程図である。
【図４】図３の傾斜部分を有する仕切り本体部分に続く仕切り本体部分の編成工程図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、本発明の仕切りを有する筒状編地の好適な編成方法の実施の形態を図面と共に以
下詳細に説明する。以下に示す実施の形態は、２枚ベッドの横編機を用いて筒状の編地本
体を編成しながら仕切り編地部も編成し、編地本体に仕切り編地部を無縫製で連結してい
く。
【００１９】
　図１は、編地本体２０の筒内側の中央部に一つの仕切り編地部３０が形成された筒状編
地１０の一部を切欠いた状態の部分切欠き斜視図である。
　仕切り編地部３０の編出し部分３１は、編地本体２０の前側編地部２１にコース方向一
端のみを連結した状態で形成され、後側編地部２２側の他端では仕切り本体部分３２を徐
々に増し目して編幅を増加し、編地本体２０の後側編地部２２に連結している。この連結
により、仕切り編地部３０に傾斜部分が形成される。
【００２０】
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　本発明の好適な実施の形態の一つとして、筒状編地１０の編成方法を図２ないし図４に
基づいて説明する。図２は、編地本体２０に仕切り編地部３０を編成する場合の編出し部
分３１の編成工程図である。また、図３は、編出し部分３１の編成に続いて傾斜部分を編
成する場合の仕切り本体部分３２および編地本体２０の編成工程図である。更に、図４は
、図３の傾斜部分に続いて編成される仕切り本体部分３２の編成工程図である。
【００２１】
　なお、図２ないし図４において、Ｓ＋数字は工程番号を示し、左右方向の矢印は給糸口
（図中▽）の移動方向を示し、斜め方向の矢印は目移しの方向を示す。図中のＳ０、Ｓ１
２、Ｓ２２に示す符号ａ～ｃ´は前針床（以下ＦＢ）の編針であり、符号Ａ～Ｃ´は後針
床（以下ＢＢ）の編針であって、これらの符号をＳ１～Ｓ１１、Ｓ１３～Ｓ２１、Ｓ２３
の編針に対応させている。また、図２ないし図４の編成工程図では、説明の便宜上、編成
に使用される編針数は実際の編針数よりも少なくしている。更に、必要に応じて既に形成
された編目については仮想線（二点鎖線）で示している。また、本実施の形態では、掛け
目を編目と呼ぶ場合がある。
【００２２】
　Ｓ０では、給糸口１を用い、紙面右方向に向けて１針置きに編針ｂ～ｂ´を用いて、編
地本体２０の前側編地部２１を編成し、編地本体２０の後側編地部２２を、左方向に向け
て、編針Ｃ～Ｃ´を用いて、編成する。このＳ０では、編地本体２０を仕切り編地部３０
の編出し部分３１の直前まで編成した状態における編目を示しており、以降、仕切り編地
部３０の編成工程を示す。
【００２３】
　Ｓ１では、仕切り編地部３０を編成するに当たり、Ｓ０で編成した編地本体２０の編目
をそのまま係止しておく。そして、給糸口２を用いて左方向に向け、ＦＢ，ＢＢの編針Ｖ
，ｕ，Ｔ，ｓ，Ｒ，ｑ，Ｐ，ｏ，Ｎ，ｍ，Ｌ，ｋ，Ｊで、ＢＢとＦＢとで交互に繋げるよ
うに掛け目（図２に∨字で示す）を形成して前後に繋がる編出し部分３１の編成を開始す
る。この給糸口２からの給糸は、給糸口１からの給糸とは同色で別素材である。手袋や靴
下では、給糸口１からの給糸により編地本体２０を防寒性に優れた編糸で編成しつつ、給
糸口２からの給糸により仕切り編地部３０を抗菌性に優れた編糸で編成すれば、より消費
者のニーズに応えることができる。なお、単一の給糸口から給糸される編糸により編地本
体２０と仕切り編地部３０とが編成されてもよい。
【００２４】
　Ｓ２では、給糸口２を用いて右方向に向け、ＦＢにおいて掛け目を形成した編針ｋ～ｕ
のうち、編針ｋ，ｏ，ｓに係止する掛け目に続く新たな編目を形成する。また、ＢＢの編
針Ｖに係止する掛け目に続く新たな編目を形成して、左側からＦＢに編成した編目を編出
し部分３１の右端部の編目に接続しておく。
【００２５】
　Ｓ３では、左方向にＦＢの編針ｕ，ｑ，ｍで新たな編目を形成する。また、ＢＢの編針
Ｊで新たな編目を形成して、右側からＦＢに編成した編目を編出し部分３１の左端部の編
目に接続しておく。
【００２６】
　Ｓ２およびＳ３で給糸口２を左右に往復させて、ＦＢの編針ｋ，ｏ，ｓおよび編針ｕ，
ｑ，ｍで編目を形成することで、２本の渡り糸によってしっかりとした編出し部分３１の
前側編地を編成する。
【００２７】
　Ｓ４では、ＢＢにおいて掛け目を形成した編針Ｊ，Ｌ，Ｎ，Ｐ，Ｒ，Ｔ，Ｖのうち、右
方向に編針Ｌ，Ｐ，Ｔで新たな編目を１針置きに形成する。
【００２８】
　Ｓ５では、ＢＢの編針Ｖ，Ｒ，Ｎ，Ｊで新たな編目を１針置きに形成する。
【００２９】
　Ｓ４およびＳ５においても、給糸口２を左右に往復させて、ＢＢの編針Ｌ，Ｐ，Ｔおよ
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び編針Ｖ，Ｒ，Ｎ，Ｊで編目を形成することで、しっかりとした編出し部分３１の後側編
地を編成する。
【００３０】
　Ｓ６では、Ｓ２と同様に、ＦＢの編針ｋ，ｏ，ｓで新たな編目を形成する。また、ＢＢ
の編針Ｖで新たな編目を形成して、左側からＦＢに編成した編目を編出し部分３１の右端
部の編目に接続しておく。
【００３１】
　Ｓ７では、ＢＢの編針Ｔ，Ｐ，Ｌ，Ｊで新たな編目を形成する。
【００３２】
　このように、Ｓ２からＳ７を経ることにより、編地本体２０の筒内部に仕切り編地部３
０の編出し部分３１がＦＢの編針ｋ～ｕおよびＢＢの編針Ｊ～Ｖを用いて袋状に編成され
る。
【００３３】
　Ｓ８では、ＦＢの編針ｋ，ｍ，ｏ，ｑ，ｓ，ｕで新たな編目を形成するとともに、編地
本体２０の編目となるＦＢの編針ｘにタックして、仕切り編地部３０の編出し部分３１の
コース方向一端部（図２では右端部）を編地本体２０の前側編地部２１に連結する。
【００３４】
　Ｓ９では、ＢＢの編針Ｖ，Ｔ，Ｒ，Ｐ，Ｎ，Ｌ，Ｊで新たな編目を形成する。
【００３５】
　Ｓ１０では、ＦＢ，ＢＢの編針Ｊ，ｋ，Ｌ，ｍ，Ｎ，ｏ，Ｐ，ｑ，Ｒ，ｓ，Ｔ，ｕ，Ｖ
で新たな編目を前後のＦＢ，ＢＢで交互に繋がるリブ組織状に形成する。
【００３６】
　Ｓ１からＳ１０を経ることで、編出し部分３１が前後２層で厚みのあるものとなる。こ
のため、編出し部分３１がしっかりとして型崩れしないものとなり、手袋や靴下では手指
や足指などを挿入し易くすることができる。また、カバンやバックなどでは仕切りをしっ
かりとして型崩れしないものにできる。
【００３７】
　Ｓ１１では、ＦＢの編針ｋ，ｍ，ｏ，ｑ，ｓ，ｕに係止されている編目を、対向するＢ
Ｂの編針Ｊ，Ｌ，Ｎ，Ｐ，Ｒ，Ｔに目移しして重ね目（図２では二重丸で示す）とする。
これにより、袋状に形成した前後２層の編出し部分３１を接合し、前後２層の編出し部分
３１が単層の仕切り本体部分３２に切り替えられる。なお、重ね目を形成せずに仕切り本
体部分が袋組織やリブ組織で形成されてもよく、この場合には、厚みのある仕切り編地部
を編成できる。
【００３８】
　図３のＳ１２では、左方向にＢＢの編針Ｖ～Ｌまでの１本置きの編針で新たな編目を形
成する。
【００３９】
　Ｓ１３では、右方向にＢＢの編針Ｊ，Ｌ，Ｎ，Ｐ，Ｒ，Ｔ，Ｖで新たな編目を形成する
。
【００４０】
　Ｓ１２およびＳ１３を繰り返えせば、編出し部分３１に続く仕切り本体部分３２はＢＢ
の編針Ｊ～Ｖを用いて単層のまま編成され、しっかりとした編出し部分３１に対して厚み
は薄くなる。手袋や靴下では、手指や足指などを挿入しても仕切り編地部３０による違和
感を可及的に抑制することができる。
【００４１】
　Ｓ１４では、Ｓ１３の編成後に停止している給糸口２に対し、進行方向の手前となるＢ
Ｂの編針Ｖの位置まで、給糸口１を用い、ＦＢの編針ｂ～ｖまでの１本置きの編針で新た
な編目を形成する。
【００４２】
　Ｓ１５では、Ｓ１３でＢＢの編針Ｖに編目を形成し終えてその付近に止まる給糸口２を
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、給糸口１と共に左方向に蹴り返す。
【００４３】
　Ｓ１６では、ＦＢの編針ｘ，ｚ，ｂ´で、編地本体２０にあたる新たな編目を形成する
。
【００４４】
　このように、Ｓ１４～Ｓ１６を経ることで、給糸口２を退避させ、編地本体２０の前側
編地部２１がＦＢの編針ｂ，ｄ，ｆ，ｈ，ｊ，ｌ，ｎ，ｐ，ｓ，ｕ，ｗ，ｙ，ｂ´を用い
て編成される。
【００４５】
　Ｓ１７では、ＢＢの編針Ｊ，Ｌ，Ｎ，Ｐ，Ｒ，Ｔ，Ｖに係止されている仕切り本体部分
３２の編目を、対向するＦＢの編針ｉ，ｋ，ｍ，ｏ，ｑ，ｓ，ｕに目移する。それから、
Ｓ１５の編成後に停止している給糸口２に対し、進行方向の手前となるＢＢの編針Ｗの位
置まで、給糸口１を用い、ＦＢの編針Ｃ´，Ａ´，Ｙ，Ｗで新たな編目を形成する。
【００４６】
　Ｓ１８では、給糸口２を、給糸口１と共にＢＢの編針Ｕよりも右方向に蹴り返す。
【００４７】
　Ｓ１９では、給糸口１を用い、ＢＢの編針Ｕ，Ｓ，Ｑ，Ｏ，Ｍ，Ｋ，Ｉ，Ｇ，Ｅ，Ｃで
新たな編目を形成する。それから、ＦＢの編針ｉ，ｋ，ｍ，ｏ，ｑ，ｓ，ｕに係止されて
いる編目を、対向するＢＢの編針Ｊ，Ｌ，Ｎ，Ｐ，Ｒ，Ｔ，Ｖに目移しする。
【００４８】
　このように、Ｓ１７～Ｓ１９を経ることで、給糸口２を退避させ、編地本体２０の後側
編地部２２がＢＢの編針Ｃ，Ｅ，Ｇ，Ｉ，Ｋ，Ｍ，Ｏ，Ｑ，Ｓ，Ｕ，Ｗ，Ｙ，Ａ´，Ｃ´
を用いて編成される。
【００４９】
　Ｓ２０では、仕切り本体部分３２を編成するに当たり、給糸口２を用いて左方向に向け
、ＦＢの編針ｘにタックして、仕切り本体部分３２のコース方向一端部（図３では右端部
）を編地本体２０の前側編地部２１に接続する。それから、Ｓ１９において目移ししたＢ
Ｂの編針Ｊ～Ｖで新たな編目を形成するとともに、ＢＢの編針Ｈに掛け目を形成し、増し
目を行う。なお、Ｓ１９でＢＢの編針Ｊ，Ｌ，Ｎ，Ｐ，Ｒ，Ｔ，Ｖに目移しせずに、ＦＢ
の編針ｉ，ｋ，ｍ，ｏ，ｑ，ｓ，ｕで新たな編目を形成してもよい。このような編成を行
えば、仕切り本体部分３２にガーター組織を形成できる。
【００５０】
　Ｓ２１では、給糸口２を用いて右方向に向け、ＢＢの編針Ｈ，Ｊ，Ｌ，Ｎ，Ｐ，Ｒ，Ｔ
，Ｖで新たな編目を形成する。
【００５１】
　Ｓ２１において仕切り本体部分３２のコース方向他端部は編地本体２０の後側編地部２
２に連結されておらず、ＢＢの編針ＪにもＳ２０と同様に増し目を行い、更に同様の増し
目の形成を所定回数（例えば５～６回）繰り返すことで、編出し部分３１が図１の仮想線
（一点鎖線）で示す部位に対し傾斜する。これにより、手袋や靴下では、仕切り編地部３
０が手指や足指などの指股にフィットして良好な感触を得ることができる。また、仕切り
本体部分３２の編目に続く新たな編目の途中で折り返す編成を行い、編地本体２０の編目
を係止した編針にタックせず、仕切り本体部分３２に切り欠き部分を形成してもよい。
【００５２】
　図４は、図３の傾斜部分を有する仕切り編地本体部分３２に続く仕切り本体部分３２の
編成工程図である。
　Ｓ２２では、仕切り本体部分３２を続けて編成するに当たり、給糸口２を用いて左方向
に向け、ＦＢの編針ｘにタックして、仕切り本体部分３２のコース方向一端部を編地本体
２０の前側編地部２１に接続する。それから、ＢＢの編針Ｖ，Ｔ，Ｒ，Ｐ，Ｎ，Ｌ，Ｊ，
Ｈで新たな編目を形成する。
【００５３】
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　Ｓ２３では、右方向に向け、ＢＢの編針Ｇにタックして、仕切り本体部分３２のコース
方向他端部を編地本体２０の後側編地部２２に接続する。それから、ＢＢの編針Ｈ，Ｊ，
Ｌ，Ｎ，Ｐ，Ｒ，Ｔ，Ｖで新たな編目を形成する。
【００５４】
　Ｓ２２およびＳ２３において仕切り本体部分３２のコース方向両端部を編地本体２０の
前側編地部２１および後側編地部２２に接続することで、編地本体２０の筒内部が仕切り
編地部３０によって仕切られる。なお、前記実施の形態では、仕切り編地部３０に傾斜を
付ける為に、編出し部分３１の一端を編地本体２０に連結していたが、編出し部分３１の
両端で連結し、以降仕切り本体部分３２を両端で連結してもよい。また、仕切り本体部分
３２は、編地本体２０に対し２コースで１回接続しているが、これに限らず毎コースや４
コースに１回等で行ってもよい。
【００５５】
　なお、本発明は、前記実施の形態に限定されるものではなく、その他種々の変形例を包
含している。例えば、本実施の形態では、編地本体２０の筒内部に一つの仕切り編地部３
０を設ける筒状編地１０の編成方法について説明したが、複数の仕切り編地部が設けられ
ていてもよい。
【００５６】
　また、前記実施の形態では、２枚ベッドの横編機を用いたが、４枚ベッドの横編機であ
ってもよいのはいうまでもない。
【符号の説明】
【００５７】
ＦＢ　　前針床
ＢＢ　　後針床
１，２　給糸口
１０　　筒状編地
２０　　編地本体
２１　　前側編地部
２２　　後側編地部
３０　　仕切り編地部
３１　　編出し部分
３２　　仕切り本体部分
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